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本書面は，御庁からの要請を受け，本件訴訟における水蒸気爆発の論点に係

る被告の主張を要約するものである。

本書面は，文量の制約を受けていることから，主張内容は簡潔に記載し，適

宜，被告の準備書面の該当箇所を引用している。主張の根拠となる書証番号の

引用も省略している。また，本書面では，適宜，略語を用いており，準備書面等

の引用に当たっては，例えば， I被告準備書面(9) Jは IJS(9)J ， I被

告回答書」は「回答書」と記載している。その他の略語については，従前の答弁

書及び準備書面における例によるものとし，注釈は付していない。

本件訴訟の判決に当たっては 本書面が被告の主張を網羅的に示したもので

はないことをご理解いただき，本書面で引用する答弁書及び準備書面並びにこ

れらに引用する書証を基に判断されたい。

第 1 重大事故等対策の位置付けに関する被告の考え方

l 本件 3号機において重大事故等に至る具体的危険性がないこと

被告は，詳細な調査を行い，自然的立地条件を十分に把握した上で，深層

防護の考え方に基づき，異常の発生を未然に防止する対策を講じた上で，

仮に異常が発生した場合でも原子炉を確実に「止める」乙とにより異常の

拡大を防止する対策を講じ，万が一異常が拡大した場合でも原子炉を「冷

やすJ，放射性物質を「閉じ込める」ことにより事故防止に係る安全確保対

策を講じていることから，本件 3号機において，水蒸気爆発の前提となる

重大事故等に至る具体的危険性はない。 (JS (9)第 1の 1及び同 2並び

に JS (1 8) 1 (1)) 

2 放射性物質の異常放出を防止する重大事故等対策を講じていること

上記 1のとおり，本件 3号機において重大事故等の発生はまず考えられ

ないが，被告は，本件 3号機の安全に万全を期す観点から，万が一，事故防



止に係る安全確保対策が機能せずに重大事故等に至った場合でも放射性物

質の環境への異常放出を防止するため，重大事故等対策を講じている。

被告が重大事故等対策を講じる上で選定した事故シーケンスの一つが F

C 1であり，この FC 1には水蒸気爆発と圧力スパイクがある。被告は， F

C 1のうち，水蒸気爆発の発生可能性は極めて低いと評価し，事故シーケ

ンスから水蒸気爆発を除外した上で，圧力スパイクによって原子炉格納容

器が破損しないことを確認している。

そして，原子力規制委員会が，被告による事故シーケンスの選定が適切

であること及び重大事故等対策の有効性評価が妥当であることを確認して

いる。

(以上， J S (9)第 1の 3並びに JS (1 8) 1 (2)及び同 2) 

第 2 重大事故等時における水蒸気爆発に係る被告の評価

1 水蒸気爆発は複雑な過程を経て初めて発生する現象であること

水蒸気爆発は，高温液体と低温液体とが接触すれば直ちに発生するよう

な現象ではなく，種々の条件が揃った場合に，複雑な過程を経て初めて発

生する現象であって，原子力発電所の実機と同等の条件では，水蒸気爆発

が発生する可能性が極めて小さいことが複数の実験結果から科学的な知見

として得られている。特に 原子力発電所において炉心の著しい損傷が発

生した場合に想定される UO2 (燃料ペレット)及び Zr O2 (燃料被覆管)

などが溶融して混合した高温液体(溶融炉心)は融点が高く，原子力発電所

.の実機と同等の条件においては，外部からトリガーを与えない場合のみな

らず，外部からドリガーを与えた場合でも水蒸気爆発が発生しないこ ιが

確認されている。 (JS (9) 第 2の 1) 

2 本件 3号機で水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さいこと



水蒸気爆発についてはこれまでに複数の実験が行われており，そのうち

実機において想定される U02とZr O2との混合溶融物を用い，本件 3号

機の新規制基準適合性審査において判断材料として考慮したものとして，

COTELS， FARO及びKROTOSがある。(J S (9)第 2の 2) 

COTELS及びFAROは， トリガーを与えておらず，いずれも水蒸

気爆発は発生していない。一方， KROTOSでは一部実験で水蒸気爆発

が発生しているが， KROTOSは，水蒸気爆発時の挙動を確認する観点

から， 1 5 0気圧のトリガーが設けられており，水蒸気爆発が発生したケ

ースは， トリガーで強制的に膜沸騰状態の蒸気膜を不安定化させた結果の

ものである。これらの結果から， トリガーがない場合には水蒸気爆発が発

生する可能性は極めて小さいと考えられるところ，被告は，本件 3号機に

おいて，原子炉格納容器内の圧力は最高値でも約 3.4気圧に留まること，

原子炉下部キャビティで大きな圧力変化が生じないことを確認しているた

め，水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さい。 (JS (9) 第 2の 3) 

また， TRO 1でも水蒸気爆発が発生したケースがあるが， KROTO 

S同様に約 90気圧のトリガーを付与したケースや，溶融物の過熱度が実

機想定より大幅に高いケースなど，本件 3号機では考えられない条件を付

加したものである。 (JS (9)第 2の4)

以上のとおり，各種実験結果及び分析から，細粒化した溶融炉心を覆う

膜沸騰状態の蒸気膜には安定性があり，実機条件では想定し難い圧力や過

熱など，何らかのトリガーがなければ蒸気膜の崩壊は起こりにくい。そし

て，実機では，実験で付加したようなトリガーが加わる要素は考えにくい

ことから，水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さい。 (JS (9)第 2の 5) 

第 3 水蒸気爆発が発生しても原子炉格納容器の構造健全性に問題がないこと



被告は，水蒸気爆発に対する更なる安全性向上を図る観点から，本件 3

号機における水蒸気爆発の発生を仮定した場合の影響について評価を行い，

万が一，本件 3号機で水蒸気爆発が発生したと仮定した場合でも，原子炉

格納容器の構造健全性が維持されることを確認した。本件 3号機では，水

蒸気爆発の前提となる重大事故等に至る具体的危険性がないこと，複雑な

過程を経て初めて発生する現象である水蒸気爆発が発生する可能性が極め

て小さいことは，上記第 1及び第 2で述べたとおりであるが，さらに上記

評価によって，万が一，本件 3号機で水蒸気爆発が発生したと仮定しでも，

放射性物質の閉じ込め機能が維持できることを確認した。 (JS(30))

第 4 原告らの主張には理由がないこと

上記第 3のとおり 水蒸気爆発の発生を仮定しでも原子炉格納容器の構造

健全性が維持されるため そもそも水蒸気爆発の発生可能性に係る原告らの

主張は当を得ないが，この点を措くとしても，以下のとおり，水蒸気爆発の発

生可能性を指摘する原告らの主張はいずれも理由がない。

1 水蒸気爆発の発生に必要な外部トリガー

原告らは， トリガーとなり得る現象は容易に起こり得ると主張するが，

各種実験結果及び分析によって，実機条件では想定し難いトリガーがなけ

れば蒸気膜の崩壊は起こりにくいことが示されており このことは，本件

3号機の審査書案のパブリックコメント回答のとおり，原子力規制委員会

による審査・確認が行われている。 (JS (9) 第 3の 1) 

2 水蒸気爆発に対する新規制基準の要求事項

原告らは，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する

ための原子炉圧力容器への注水について，重大事故等防止技術的能力基準

の要求事項の解釈の規定を守っていないと主張するが，被告は，重大事故

4 



等対処設備として多様な炉心注水設備を整備した上で，炉心注水の主な手

順等を定めており，被告が整備した設備及び手順等が規制要求に適合する

ことは原子力規制委員会も確認している。 (JS (9) 第 3の 2) 

また，原告らは， MC  C 1対策のコアキャッチャーが設置されていない

と批判するが，被告の講じている原子炉格納容器下部への各種の注水手段

はMCCIに対して有効であり，このことは原子力規制委員会も確認して

いる。 (JS (9) 第 3の 3) 

3 原子炉下部キャビティに注水することの合理性

原告らは，原子炉下部キャビティへの注水は水蒸気爆発が生じるため，

被告の重大事故等対策は合理性を欠くと主張するが 原子炉下部キャビテ

ィへの注水は，原子炉格納容器の破損に至る可能性を有する多くの物理化

学現象に対して有効な対策であって，原子炉格納容器の機能喪失は，水蒸

気爆発よりも過圧破損等を原因とする確率の方が圧倒的に高いため，過圧

破損等に至り得る物理化学現象に対する対策を優先し，原子炉下部キャビ

ティに注水をすることは不合理ではない。 (JS (1 8) 3 (1)及び同(3)) 

4 S..E R E N Aプロジェクト

原告らは，本件 3号機の審査において，原子力規制委員会が SEREN

Aプロジェクドの実験や報告書を調査・審議しておらず，判断過程に過誤・

欠落があると主張するが，、原子力規制委員会は，本件 3号機の審査書案の

パブリックコメント回答で SERENAプロジェクトを踏まえても評価が

も変わらないことを明らかにしており，実質的に検討・考慮している。そもそ

も，原告らは人格権に基づき本件発電所の運転差止めを求めているのであ

るから，本件訴訟においては，原告らの人格権を侵害する具体的危険性が

争点となるのであって，水蒸気爆発の発生可能性と無関係に， SEREN 



Aプロジェクトの成果の検討の有無自体が争点となることはない。(回答

書及び JS (1 8) 3 (2)) 

また，原告らは， SERENAプロジェクトの実験や報告書から，他の実

験を批判するとともに，水蒸気爆発が起こり得るかのように主張するが，

いずれの主張も SERENAプロジェクトの目的・内容を正しく理解しな.

いものである。 (JS (16) 1) 

5 JAEAレポート

原告らは， J AEAレポートによれば水蒸気爆発に至る可能性が小さい

とは評価できないと主張するが， J AEAレポートは，水蒸気爆発が起き

た場合の負荷の確率分布及び格納容器破損確率分布を評価することを目的

としたものであり，設置された約 400気圧のトリガーは本件 3号機の原

子炉格納容器内で想定されるものではない。 (JS (16) 2) 

第 5 まとめ

以上のとおり，本件 3号機において，水蒸気爆発の前提となる重大事故等

に至る具体的危険性はなく，複雑な過程を経て初めて発生する現象である水

蒸気爆発が発生する可能性が極めて小さいことは多数の実験結果によって示

されている。また，本件 3号機であえて水蒸気爆発の発生を仮定した場合で

も原子炉格納容器の構造健全性には問題がない。そして，水蒸気爆発に係る

被告の評価及び安全確保対策に対する原告ら-の主張はいずれも理由がない。

したがって，本件 3号機において，水蒸気爆発によって，環境に大量の放射

性物質を放出する事態が発生して，原告らの生命j 身体に影響 を及ぼす具体

的危険性はない。


